
 

 

 

 

 

 

 
 

活 動 内 容   アクセス 

①空き家の所有者・空き家予備軍・地域自治会向けの 

セミナー開催、空き家相談会開催、空き家調査 

②自治体等への空き家相談員（空き家相談士等）派遣 

研修会開催、空き家対策協議会への参加 

③空き家対策（予防、管理、利活用、除却、再利用）の提案 

④空き家等対策計画等作成及び街づくり支援 

⑤空き家問題研究会の実施 

 事務局・常設相談室 

〒500-8857  

岐阜県岐阜市坂井町 1 丁目 24 番地 Agora-岐阜 1F 

 Tel:058-253-5255 / Fax：058-251-1646 

役員等・相談員 

 
理事 

 
 
 

監事 
 
 
 

総務 
 

 
名和泰典（空き家相談士・不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏｽﾀｰ） 
竹中雅史（弁護士） 
豊田真弘（不動産鑑定士）  
高橋邦一（空き家相談士・建築士） 
坂井田和宏（税理士） 
青山誠 （司法書士） 
黒井守生（司法書士） 
林直道 （空き家相談士・不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏｽﾀｰ） 
藤井聖司（宅建士） 
●相談員：岐阜県空家等総合相談員 3 名 
      空き家相談士 14 名 

 

 

 

NPO法人 岐阜空き家・相続共生ネットの目的 
 

平成 29 年活動実績 

 

今般増え続け社会問題化している「空き家」や「空き家予

備軍」に対し総合相談・調査等に係り、消費者の立場に立

った「空き家」対策活動等を行います。 

「空き家」対策は、より専門性の高い知識が必要とされる

現状において、NPOでは、不動産の専門家中心に、弁護士、

司法書士、建築士、社会福祉等の専門家や学識経験者とチ

ームを組み、空き家の予防から除却、街づくりまでのトー

タルコーディネーターとして、地域コミュニティーを中心

に、連携して取り組み、所有者、地域住民の意識啓発から

行政、事業者が協力・連携の元、良好な住環境整備及び地

域活性化並びに地域社会の発展に寄与することを目的とし

ます。 

     平成 29 年度 国土交通省「先駆的空き家対策モデル事業」実施団体 

8 月 

 

 

 

5 月 

 

 

 

4 月 

 

 

 

3 月 

 

 

 

2 月 

 

 

1 月 

■「困った空き家のよろず相談会」 
（みんなの森 ぎふ メディアコスモス） 

■羽島市主催「我が家の終活セミナー」共催 
同時空き家相談会開催 （羽島市庁舎） 

■「空家塾」をのぞいてみよう 
(みんなの森 ぎふ メディアコスモス） 

■「空き家相談会」空き家相談会、相談予約 
（みんなの森 ぎふ メディアコスモス） 

■「空き家をのぞいてみよう」相談会 
（川辺町北部公民館） 

■「第 6 回空き家研究会」研究発表 
（みんなの森 メディアコスモス） 

■おとなフェアｉｎ岐阜 空き家無料相談会 
（岐阜産業会館） 

■「第 5 回空き家研究会」 研究発表 
■「空き家利活用セミナー（垂井町）」 
■「第 6 回空き家対策セミナー・相談会」 

（リベナス岐阜） 

■「空き家利活用セミナー（美濃市）」 
■「第 4 回空き家研究会」 研究発表 



 
 

 

 

 

 

  

お名前 
                  （ご紹介者） 

ご住所 

〒    － 

 

電話番号  

ＦＡＸ 

Ｍａｉｌ         ＠ 

空き家所在地  

ご相談内容 

（個別相談） 

□空き家予防 □空き家管理 □片づけ・整理 □見守り 

□相続全般 □相続登記 □相続放棄 □相続トラブル   

□任意後見 □成年後見 □民事信託 □死後事務委任  

□不動産の扱い □小作(賃借)権 □借地･借家 □境界問題 

□その他 

希望相談員 

□岐阜県空家等総合相談員 

□空き家相談士 □不動産コンサルタント □宅地建物取引士  

□その他（税理士・司法書士・建築士・弁護士・社会福祉士） 

 

※相談日は「個別相談事前予約申込書」を FAX 等で送付いただいた後 NPO 事務局より連絡、調整します。 

※相談は無料でお受けします。土曜日、日曜日、祝日の相談も可能です。 

※NPOでは相談内容に応じて専門家・専門業者を紹介できますが、相談者の紹介依頼がない場合紹介はいたしません。 

※遠方からの相談は電話等（メール、FAX）により可能です。ご一報ください。 

※事務局は平日（月~金）13:00~16:00 の対応が可能です。 

 

個別相談事前予約申込書    

  ＦＡＸにてお申し込みください。 

ＦＡＸ：０５８-２５１-１６４６ 


